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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　滞留セルに関するセルの選択と再選択方法であって、
　アイドル状態の端末装置は、設定情報に基づいて、ライセンス周波数帯とアンライセン
ス周波数帯を測定することであって、前記設定情報は、信号品質測定の設定及び／又は干
渉レベル測定の設定を含み、前記信号品質測定の設定は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）
測定の設定、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）測定の設定のうちの少なくとも一つを含み、
前記干渉レベル測定の設定は、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）測定の設定を含む
、ことと、
　前記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲ
ＳＲＱ値が第９プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４
アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４ア
ンライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つの
アンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値
より高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうち
の品質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定することと、
　を含むことを特徴とする、前記滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項２】
　前記設定情報は、再選択ルール情報をさらに含むことを特徴とする
　請求項１に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
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【請求項３】
　前記再選択ルール情報は、アンライセンス周波数帯の再選択オフセット量及び／又は再
選択閾値を含むことを特徴とする
　請求項２に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項４】
　前記方法は、
　前記端末装置がネットワーク装置から送信された前記設定情報を受信することをさらに
含むことを特徴とする
　請求項１～３のいずれか１項に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク装置から送信された前記設定情報を受信することは、
　前記ネットワーク装置から送信されたシステム情報ブロックＳＩＢメッセージを受信す
ることを含み、前記ＳＩＢメッセージが前記設定情報を含み、
　前記ネットワーク装置から送信されたシステム情報ブロックＳＩＢメッセージを受信す
ることは、
　前記ネットワーク装置から送信されたＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージを受
信することを含むことを特徴とする、
　請求項４に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項６】
　前記方法は、
　前記端末装置がコアネットワーク装置から送信された非アクセス層ＮＡＳシグナリング
を受信することをさらに含み、前記ＮＡＳシグナリングが前記設定情報を含むことを特徴
とする
　請求項１～３のいずれか１項に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項７】
　前記設定情報は測定トリガ条件情報及び／又は測定ウィンドウ情報をさらに含むことを
特徴とする
　請求項１～６のいずれか１項に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項８】
　前記測定ウィンドウ情報は、一定の時間の長さ、及び可変の時間の長さを含み、各々の
測定の時間の長さを示すことを特徴とする
　請求項７に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項９】
　前記ライセンス周波数帯及び前記アンライセンス周波数帯を測定する時に、一定期間又
は一定の回数で測定することをさらに含むことを特徴とする
　請求項１に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項１０】
　滞留セルに関するセルの選択と再選択方法であって、
　端末装置が設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測定し
、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に基づき、
滞留セルを確定するために、ネットワーク装置は、前記端末装置へ前記設定情報を送信す
ることを含み、
　前記設定情報は、信号品質測定の設定及び／又は干渉レベル測定の設定を含み、前記信
号品質測定の設定は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定の設定、基準信号受信品質（Ｒ
ＳＲＱ）測定の設定のうちの少なくとも一つを含み、前記干渉レベル測定の設定は、受信
信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）測定の設定を含み、
　前記ネットワーク装置から前記設定情報を受信した後に、前記ライセンス周波数帯に対
応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第９プリセット閾値
より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４アンライセンス周波数帯のＲＳ
ＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４アンライセンス周波数帯に対応す



(3) JP 6926165 B2 2021.8.25

10

20

30

40

50

るアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルの
ＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値より高いことを確定した場合、
前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品質の最も良いアンライセン
ス周波数帯セルが前記滞留セルとして確定される、
　ことを特徴とする前記滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項１１】
　前記ライセンス周波数帯及び前記アンライセンス周波数帯が一定期間又は一定の回数で
測定されることを特徴とする
　請求項１０に記載の滞留セルに関するセルの選択と再選択方法。
【請求項１２】
　端末装置であって、
　設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測定するように構
成される測定モジュールであって、前記設定情報は、信号品質測定の設定及び／又は干渉
レベル測定の設定を含み、前記信号品質測定の設定は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測
定の設定、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）測定の設定のうちの少なくとも一つを含み、前
記干渉レベル測定の設定は、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）測定の設定を含む、
測定モジュールと、
　前記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲ
ＳＲＱ値が第９プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４
アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４ア
ンライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つの
アンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値
より高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうち
の品質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを滞留セルとして確定するように構成され
る確定モジュールと、を含む
　ことを特徴とする前記端末装置。
【請求項１３】
　前記確定モジュールはさらに、前記ライセンス周波数帯及び前記アンライセンス周波数
帯を測定する時に、一定期間又は一定の回数で測定するように構成されることを特徴とす
る
　請求項１２に記載の端末装置。
【請求項１４】
　ネットワーク装置であって、
　端末装置が設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測定し
、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に基づき、
滞留セルを確定するために、前記端末装置へ前記設定情報を送信するように構成される送
信モジュールを含み、
　前記設定情報は、信号品質測定の設定及び／又は干渉レベル測定の設定を含み、前記信
号品質測定の設定は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定の設定、基準信号受信品質（Ｒ
ＳＲＱ）測定の設定のうちの少なくとも一つを含み、前記干渉レベル測定の設定は、受信
信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）測定の設定を含み、
　前記ネットワーク装置から前記設定情報を受信した後に、前記ライセンス周波数帯に対
応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第９プリセット閾値
より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４アンライセンス周波数帯のＲＳ
ＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４アンライセンス周波数帯に対応す
るアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルの
ＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値より高いことを確定した場合、
前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品質の最も良いアンライセン
ス周波数帯セルが前記滞留セルとして確定される、
　ことを特徴とする前記ネットワーク装置。
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【請求項１５】
　前記ライセンス周波数帯及び前記アンライセンス周波数帯が一定期間又は一定の回数で
測定されることを特徴とする
　請求項１４に記載のネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は通信分野に関し、特に滞留セルの選択方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、無線セルラーシステムにおいてアンライセンス（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ）周波数
帯（例えば２．４ＧＨｚ、５．８ＧＨｚ）を使用してセルラーシステムの使用頻度を拡張
することを考案し始め、主な手段はライセンス補助アクセス（Ｌｉｃｅｓｅ　Ａｓｓｉｓ
ｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ、「ＬＡＡ」略称）と長期進化型（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ、「ＬＴＥ」略称）／ワイヤレスフィデリティ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅ
ｌｉｔｙ、「ＷｉＦｉ」と略称）アグリゲーションの２種類を含む。この２種類のアグリ
ゲーション手段の主な特徴としては、（１）アグリゲーションリソースがアンライセンス
周波数帯に属し、一般的なライセンス周波数帯の補助周波数帯のみとして使用されること
と、（２）アンライセンス周波数帯の使用が基地局のスケジューリングだけでなく、該周
波数帯の負荷にも制限され、即ち使用できるようになるために競争的メカニズムによる必
要があることとを含む。そのため、ライセンス周波数帯に比べ、端末のアクセス時間がで
きるだけ短く要求され、これにより限られた時間内にアンライセンス周波数帯リソースを
十分に利用し、リソース利用率を向上させることができる。
【０００３】
　現段階では、アンライセンス周波数帯はまだライセンス周波数帯の補足のみとして使用
され、例えばＬＡＡ技術において、アンライセンス周波数帯がＬＴＥの動作モードを使用
することができるが、ライセンス周波数帯のセカンダリーキャリアのみとして使用される
ことができる。将来、ＬＡＡがＷＬＡＮのように独立した動作モードを使用することがで
き、この場合、端末はデータ接続のないアイドル状態にある時に、ライセンス周波数帯を
使用するセルに滞留することができ、アンライセンス周波数帯を使用するセルに滞留する
こともできるが、アンライセンス周波数帯セルへのアクセスは、搬送波感知多重アクセス
（ＬＢＴ：Ｌｉｓｔｅｎ　Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔａｌｋ）メカニズムを使用して無線チャネル
をリスニング及び検出する必要があり、また、競争に勝ってから、ＷＬＡＮのように一定
期間に伝送してから、まだリスニング状態に戻ってリスニングし続けてチャネルをリスニ
ングする必要があり、そのため、ライセンス周波数帯セルのように端末のアクセス遅延、
パケットロス率などの性能を保証することができない。しかしながら、アンライセンス周
波数帯は、周波数帯リソースが豊かで、帯域幅が広いなどの利点を有するため、端末はチ
ャネル条件の良いアンライセンス周波数帯のチャネルを柔軟に選択してアクセスすること
ができる。したがって、端末装置が如何にライセンス周波数帯セルとアンライセンス周波
数帯セルに柔軟に滞留させるかについては、現在解決する必要がある問題である。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施例は滞留セルの選択方法及び装置を提供し、端末装置がライセンス周波数
帯セル又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができるようにし、ライセンス周
波数帯とアンライセンス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得ることができる。
【０００５】
　第１態様において、滞留セルの選択方法を提供し、
　端末装置は、設定情報に基づいて、ライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測
定することと、
　前記端末装置は、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測
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定結果に基づき、滞留セルを確定することとを含み、前記設定情報は、チャネル信号品質
測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定情報を含み、ここで、前記チャネル品質測定
情報は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）パラメータ及び／又は基準信号受信品質（ＲＳＲ
Ｑ）パラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定情報は、受信信号強度インジケータ
（ＲＳＳＩ）パラメータを含む。
【０００６】
　第２態様において、滞留セルの選択方法を提供し、
　前記端末装置が設定情報に基づいて、ライセンス周波数帯とアンライセス周波数帯を測
定し、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に基づ
き、滞留セルを確定するために、ネットワーク装置は、端末装置へ前記設定情報を送信す
ることを含み、
　前記設定情報は、チャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定情報を
含み、ここで前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）パラメータ及
び／又は基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）パラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定
情報は、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）パラメータを含む。
【０００７】
　第３態様において、端末装置を提供し、
　設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測定するように構
成される測定モジュールと、
　ここで前記測定モジュールの前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を
測定した測定結果に基づき、滞留セルを確定するように構成される確定モジュールとを含
み、
　前記設定情報は、チャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定情報を
含み、前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）パラメータ及び／又
は基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）パラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定情報は
、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）パラメータを含む。
【０００８】
　第４態様において、ネットワーク装置を提供し、
　前記端末装置が設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセス周波数帯を測定
し、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に基づき
、滞留セルを確定するために、端末装置へ前記設定情報を送信するように構成される送信
モジュールを含み、
　前記設定情報は、チャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定情報を
含み、ここで前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）パラメータ及
び／又は基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）パラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定
情報は、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）パラメータを含む。
【０００９】
　上記の技術的特徴に基づき、本発明の実施例により提供されている滞留セルの選択方法
及び装置では、端末装置は設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波
数帯を測定し、測定した結果に基づいて滞留セルを確定し、これにより、端末装置はライ
センス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができ、ライセンス
周波数帯とアンライセンス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例における滞留セルの選択方法の概略的フローチャートである。
【図２】本発明の実施例における滞留セルの選択方法の別の概略的フローチャートである
。
【図３】本発明の別の実施例における滞留セルの選択方法の概略的フローチャートである
。
【図４】本発明のもう一つの実施例における滞留セルの選択方法の概略的フローチャート
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である。
【図５】本発明の実施例における端末装置の概略的ブロック図である。
【図６】本発明の実施例における端末装置の別の概略的ブロック図である。
【図７】本発明の実施例における端末装置のもう一つの概略的ブロック図である。
【図８】本発明の別の実施例における端末装置の概略的ブロック図である。
【図９】本発明の実施例におけるネットワーク装置の概略的ブロック図である。
【図１０】本発明の別の実施例におけるネットワーク装置の概略的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施例の技術案をより明確に説明するために、上記において、実施例又は先行
技術に必要となる図面を簡単に説明する。明らかに、以下に記載する図面は本発明のいく
つかの実施例のみであり、当業者であれば、創造的な労力を払わず、これらの図面に基づ
いて他の図面を得ることができる。
【００１２】
　以下に本発明の実施例における図面を結合して、本発明の実施例における技術案を明確
に全面的に説明し、明らかに、説明した実施例は本発明の一部の実施例のみであり、全て
の実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な労力を払わずに得た他の
実施例は、全て本発明の保護範囲内である。
【００１３】
　理解すべきこととして、本発明の実施例における技術案は様々な通信システム、例えば
グローバル移動体通信（ＧＳＭ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）システム、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム、広帯域符号分割多元接続（Ｗ
ＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ」システム、長期進化型（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）シ
ステム、ＬＴＥ周波数分割複信（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕ
ｐｌｅｘ）システム、ＬＴＥ時分割複信（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐ
ｌｅｘ）システム、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、及び将来の５Ｇ通
信システムなどに適用されることができる。
【００１４】
　理解すべきものとして、本発明の実施例において、端末装置（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）はユーザ装置、移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動
端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）などと呼ばれてもよく、前記ユーザ装置は無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介して
一つ又は複数のコアネットワークと通信することができ、例えば、ユーザ装置は携帯電話
（又は「セルラー」電話とも呼ばれる）、移動端末を備えたコンピュータなどであっても
よく、例えばポータブル、ポケット、ハンドヘルド、コンピュータ内蔵型又は車載の移動
装置、及び将来の５Ｇネットワークにおける端末装置又は将来の進化したＰＬＭＮネット
ワークにおける端末装置などであってもよい。
【００１５】
　また、理解すべきこととして、本発明の実施例において、ネットワーク装置はユーザ装
置と通信するための装置であってもよく、前記ネットワーク装置はＧＳＭシステム又はＣ
ＤＭＡにおける基地局（ＢＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）
、ＷＣＤＭＡシステムにおける基地局（ＮＢ：ＮｏｄｅＢ）、ＬＴＥシステムにおける進
化型基地局（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、「ｅＮＢ」又は「ｅＮｏｄｅＢ」
と略称）であってもよく、又は前記ネットワーク装置は中継局、アクセスポイント、車載
装置、ウェアラブル装置及び将来の５Ｇネットワークにおけるネットワーク側装置又は将
来の進化したＰＬＭＮネットワークにおけるネットワーク装置などであってもよい。
【００１６】
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　説明すべきこととして、本発明の実施例において、ライセンス周波数帯は一つの特定の
システム又は特定のキャリアに排他的に使用される周波数帯であり、ライセンス周波数帯
はまた「普通ライセンス周波数帯」又は「許可周波数帯」と呼ばれてもよい。アンライセ
ンス周波数帯は無料で使用でき、また異なるシステムに共有することが許可される周波数
帯であり、アンライセンス周波数帯は「免許不要周波数帯（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ周波数
帯、例えば２．４ＧＨｚ周波数帯、５．８ＧＨｚ周波数帯）と呼ばれてもよい。しかしな
がら、本発明の実施例の保護範囲はこの名称を限定しない。
【００１７】
　図１は本発明の実施例による滞留セルの選択方法の概略的フローチャートであり、図１
に示すように、方法１００は、Ｓ１１０、Ｓ１２０を含む。
【００１８】
　Ｓ１１０において、端末装置は、設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセ
ンス周波数帯を測定し、前記設定情報は、チャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル
干渉レベル測定情報を含み、ここで、前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力Ｒ
ＳＲＰパラメータ及び／又は基準信号受信品質ＲＳＲＱパラメータを含み、前記チャネル
干渉レベル測定情報は、受信信号強度インジケータＲＳＳＩパラメータを含む。
【００１９】
　Ｓ１２０において、前記端末装置が前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波
数帯を測定した測定結果に基づき、滞留セルを確定する。
【００２０】
　したがって、本発明の実施例において、端末装置は設定情報に基づいてライセンス周波
数帯とアンライセンス周波数帯を測定し、また測定された結果に基づいて滞留セルを選択
することができ、これにより、端末装置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周
波数帯セルに滞留することができ、またライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の
間で、最適なアクセス性能を得ることができる。
【００２１】
　説明すべきこととして、本発明の実施例において、ライセンス周波数帯セルとはライセ
ンス周波数帯に対応するセルであり、アンライセンス周波数帯セルとはアンライセンス周
波数帯に対応するセルであり、ライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯に対する測
定は、ライセンス周波数帯及びアンライセンス周波数帯のチャネルに対する測定と、ライ
センス周波数帯セル及びアンライセンス周波数帯セルに対する測定とを含む。
【００２２】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報はネットワーク装置が端末装置
へ送信するものであってもよく、前記設定情報はさらに端末装置自体のデフォルトの設定
情報であってもよい。本発明はこれについて限定しない。
【００２３】
　選択肢として、図２に示すように、前記方法１００は、Ｓ１３０をさらに含む。
【００２４】
　Ｓ１３０において、前記端末装置がネットワーク装置から送信された前記設定情報を受
信する。
【００２５】
　選択肢として、前記端末装置はネットワーク装置から送信されたブロードキャストメッ
セージを受信することができ、前記ブロードキャストメッセージが前記設定情報を含み、
ここで、前記ブロードキャストメッセージは主情報ブロック（ＭＩＢ：Ｍａｓｔｅｒ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）に搬送されたブロードキャストメッセージであって
もよく、又はＭＩＢメッセージと呼ばれる。前記ブロードキャストメッセージはさらにシ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ：Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）に
搬送されたブロードキャストメッセージであってもよく、又はＳＩＢメッセージと呼ばれ
、前記ブロードキャストメッセージはさらに他のブロードキャストメッセージであっても
よく、本発明はこれについて限定しない。
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【００２６】
　好ましくは、前記ブロードキャストメッセージはＳＩＢメッセージであり、例えば現行
の通信基準におけるＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージであってもよく、また新
しく導入された、先行技術におけるＳＩＢメッセージと異なる新しいＳＩＢメッセージで
あってもよく、例えばＳＩＢＸメッセージとして命名されてもよい。具体的には、ネット
ワーク装置は先行技術におけるＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージに情報エレメ
ント（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、「ＩＥ」と略称）を追加することで、
ＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージに設定情報を含めることを実現することがで
き、また新しいＳＩＢメッセージに設定情報に対応するＩＥを含めることができる。
【００２７】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は測定トリガ条件情報及び／又
は測定ウィンドウ情報をさらに含む。
【００２８】
　具体的には、前記測定トリガ条件情報は測定周期であってもよく、この場合、端末装置
は測定周期に従ってライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の測定を行うことがで
き、前記トリガ条件情報はさらに測定をトリガするイベントであってもよく、例えば、測
定をトリガするイベントはライセンス周波数帯サービスセルの測定値が閾値より小さいこ
と、又はアンライセンス周波数帯サービスセルの測定値が閾値より低いことであってもよ
い。
【００２９】
　前記測定ウィンドウ情報は毎回の測定時間の長さを示し、前記測定ウィンドウは固定さ
れた時間の長さであってもよいし、可変な時間の長さであってもよく、例えば、端末装置
の前の測定結果が明らかであれば、例えば受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃ
ｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が閾値よりもはる
かに高い又は低い場合、端末装置は短い測定ウィンドウを使用しても良く、端末装置の前
の測定結果状況が良くない場合、即ちチャネルが複雑であり、例えばＲＳＳＩが閾値に近
い場合、測定ウィンドウはそれに応じて拡張を行うことができる。
【００３０】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報はコアネットワークによって設
定され、また非アクセス層（ＮＡＳ：Ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）シグナリ
ングを介して端末装置に送信されてもよい。即ち、前記端末装置はコアネットワーク装置
から送信された非アクセス層ＮＡＳシグナリングを受信し、前記ＮＡＳシグナリングが前
記設定情報を含む。
【００３１】
　好ましくは、Ｓ１１０において、前記設定情報は周波数帯優先度情報をさらに含み、前
記周波数帯優先度情報は異なる周波数帯を前記端末装置の滞留周波数帯とすることができ
る順番を示すことに用いられる。
【００３２】
　具体的には、周波数帯優先度情報は具体的にライセンス周波数帯とアンライセンス周波
数帯の優先度、及びアンライセンス周波数帯の中の各アンライセンス周波数帯の優先度を
示す。
【００３３】
　これに応じて、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセンス周波数帯の優先度が前記
ライセンス周波数帯の優先度より高いことを示す場合、Ｓ１２０においては、具体的に前
記アンライセンス周波数帯のうちの第１アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１プリ
セット閾値より低く、且つ前記第１アンライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周
波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又
はＲＳＲＱ値が第２プリセット閾値より高いことを確定した場合、前記少なくとも一つの
アンライセンス周波数帯セルのうちの品質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記
滞留セルとして確定することである。
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【００３４】
　即ち、周波数帯優先度が設定され、且つアンライセンス周波数帯優先度がライセンス周
波数帯優先度より高い場合、下記のフローと対応するパラメータとに従って周波数帯チャ
ネルの選択及びセルの再選択を行う。端末によって測定された、ＲＳＳＩ平均値及びＲＳ
ＳＩ発生確率などの情報を含むあるアンライセンス周波数帯ＲＳＳＩ品質が、閾値Ａ１よ
り低く、且つ該周波数における少なくとも一つのセルの基準信号電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｐｏｗｅｒ）／基準信号品質（ＲＳ
ＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｑｕａｌｉｔｙ）値が
閾値Ｂ１より高い場合、端末装置が該周波数帯、該セルを選択して滞留することができる
ことを判定し、そうでない場合、端末装置が該周波数帯を選択して滞留することができな
く、該アンライセンス周波数帯に対応するセルのうちの一つだけのセルのＲＳＲＰ／ＲＳ
ＲＱ値が閾値Ｂ１より高い場合、該セルを滞留セルとして確定し、該アンライセンス周波
数帯に対応するセルのうちの複数のセルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｂ１より高い場合
、該複数のセルのうちのいずれかの一つのセルを滞留セルとして確定し、好ましくは、該
複数のセルのうちの品質の最も良いセルを滞留セルとして確定する。
【００３５】
　選択肢として、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセンス周波数帯の優先度が前記
ライセンス周波数帯の優先度より低いことを示す場合、Ｓ１２０においては、具体的に前
記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲ
Ｑ値が第３プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第２アン
ライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第４プリセット閾値より低く、且つ前記第２アンライ
センス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンラ
イセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第５プリセット閾値より高い
ことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品質の
最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定することである。
【００３６】
　即ち、周波数帯優先度が設定され、且つアンライセンス周波数帯優先度がライセンス周
波数帯優先度より低い場合、以下のフローと対応するパラメータとに従って周波数帯チャ
ネルの選択及びセルの再選択を行う。端末装置のライセンス周波数帯において全てのセル
のＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｃ２より低く、且つ端末によって測定された、ＲＳＳＩ平
均値及びＲＳＳＩ発生確率などの情報を含むあるアンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ品質
が、閾値Ａ２より低く、且つ該アンライセンス周波数帯に対応するセルにおいて少なくと
も一つのセルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｂ２より高い場合、端末装置は該周波数帯、
該セルを選択して滞留することができ、そうでない場合は端末が該周波数帯を選択して滞
留することができない。該アンライセンス周波数帯に対応するセルのうちの一つだけのセ
ルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｂ２より高い場合、該セルを滞留セルとして確定し、該
アンライセンス周波数帯に対応するセルのうちの複数のセルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾
値Ｂ２より高い場合、該複数のセルのうちのいずれかの一つのセルを滞留セルとして確定
することができ、好ましくは、該複数のセルのうちの品質の最も良いセルを滞留セルとし
て確定する。
【００３７】
　選択肢として、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセンス周波数帯の優先度が前記
ライセンス周波数帯の優先度と等しいことを示す場合、Ｓ１２０においては、具体的に前
記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲ
Ｑ値が第６プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第３アン
ライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第７プリセット閾値より低く、且つ前記第３アンライ
センス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンラ
イセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第８プリセット閾値より高い
ことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品質の
最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定することである。
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【００３８】
　即ち、周波数帯優先度が設定され、且つアンライセンス周波数帯優先度がライセンス周
波数帯優先度と等しい場合、下記のフローと対応するパラメータとに従って周波数帯チャ
ネルの選択及びセルの再選択を行う。端末装置のライセンス周波数帯において全てのセル
のＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｃ３より低く、且つ端末によって測定された、ＲＳＳＩ平
均値及びＲＳＳＩ発生確率などの情報を含むあるアンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ品質
が、閾値Ａ３より低く、且つ該周波数帯における少なくとも一つのセルのＲＳＲＰ／ＲＳ
ＲＱ値が閾値Ｂ３より高い場合、端末装置は該周波数帯、該セルを選択して滞留すること
ができ、そうでない場合は端末装置が該周波数帯を選択して滞留することができない。該
アンライセンス周波数帯に対応するセルのうちの一つだけのセルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値
が閾値Ｂ３より高い場合、該セルを滞留セルとして確定し、該アンライセンス周波数帯に
対応するセルのうちの複数のセルのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値が閾値Ｂ３より高い場合、該複
数のセルのうちのいずれかの一つのセルを滞留セルとして確定することができ、好ましく
は、該複数のセルのうちの品質が最も良いセルを滞留セルとして確定する。
【００３９】
　選択肢として、周波数帯優先度が設定されない場合、Ｓ１２０においては、具体的に前
記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲ
Ｑ値が第９プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４アン
ライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４アンラ
イセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアン
ライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値より
高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品
質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定することである。
【００４０】
　即ち、周波数帯優先度が設定されない場合、周波数帯優先度が設定され、且つアンライ
センス周波数帯優先度がライセンス周波数帯優先度より低い場合のフローと対応するパラ
メータに基づいて、上述したように周波帯チャネル選択及びセル再選択を行うことができ
る。
【００４１】
　理解すべきこととして、上記に記載されている関連閾値は実際の経験に基づいて設定さ
れた任意の合理的な値であってもよく、本発明はこれについて限定しない。且つ、上記の
「第１」、「第２」などは差異化するためのもののみであり、それの記載されているパラ
メータの構成について限定しない。
【００４２】
　説明すべきこととして、本発明の実施例において、セルのＲＳＲＱ、セルのＲＳＲＰ、
セルの干渉レベル、さらに以上のパラメータの総合的な結果に基づいてセルの品質を判定
することができ、本発明はこれについて限定しない。
【００４３】
　また、本発明の実施例における端末装置はさらに、全てのライセンス周波数帯セルに滞
留できない場合のみにおいて、アンライセンス周波数帯セルに滞留する再選択ルールを考
慮に入れて、滞留セルの選択を行っても良く、この場合、閾値を調整することで、端末装
置のアンライセンス周波数帯セルにアクセスする確率を調整することができる。
【００４４】
　本発明の実施例において、選択肢として、端末装置はライセンス周波数帯又はアンライ
センス周波数帯を測定する時に、一定期間又は一定の回数で、持続的に測定する方式によ
って行うことができ、これに応じで、端末装置は測定結果に基づいてセル再選択を行う時
に、測定結果が閾値を超える時間又は回数又は確率に基づいて、判定することができ、本
発明はこれについて限定しない。
【００４５】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は再選択ルール情報をさらに含
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み、
　それに応じて、Ｓ１２０において、具体的に前記ライセンス周波数帯と前記アンライセ
ンス周波数帯を測定した結果と上記の再選択ルール情報とに基づき、滞留セルを確定する
ことである。
【００４６】
　選択肢として、前記再選択ルール情報は、アンライセンス周波数帯の再選択オフセット
量と再選択閾値を含み、また、一つ又は複数のアンライセンス周波数帯の再選択オフセッ
ト量及び一つ又は複数の再選択閾値を設定することができる。
【００４７】
　具体的には、アンライセンス周波数帯の再選択オフセット量はＲＳＲＱ／ＲＳＲＱのオ
フセット量Ｑｏｆｆｓｅｔ及び／又はＲＳＳＩのオフセット量Ｗｏｆｆｓｅｔを含むこと
ができ、この場合、端末装置は滞留セルを確定する時に、Ｑｏｆｆｓｅｔ及び／又はＷｏ
ｆｆｓｅｔを考慮に入れても良く、再選択オフセット量の選択可能な値は－３ｄＢ、－２
ｄＢ、－１ｄＢ、０ｄＢ、１ｄＢ、２ｄＢ、３ｄＢなどであっても良く、例えば、Ｗｏｆ
ｆｓｅｔを考慮に入れた場合、端末装置は以下のフローに従って滞留セルを確定すること
ができる。一定期間（ｔｉｍｅｒ）内であり、又は一定の回数（Ｎ）を満たす場合、アン
ライセンス周波数帯セルの信号品質が閾値１とＷｏｆｆｓｅｔとの和より高く、且つライ
センス周波数帯セルの信号品質が閾値２より低く、且つアンライセンス周波数帯のＲＳＳ
Ｉが占有率及び信号強度平均値の要求を満たす場合、該アンライセンス周波数帯に対応す
るアンライセンス周波数帯セルを滞留セルとして選択することができ、又は、一定ｔｉｍ
ｅｒ条件において及び／又は一定の回数（Ｎ）を満たす場合、アンライセンス許可周波数
帯セルの信号品質がライセンス周波数帯セルの信号品質とＷｏｆｆｓｅｔとの和より高く
、且つライセンス周波数帯のセル信号品質が閾値２より低く、且つアンライセンス周波数
帯のＲＳＳＩが占有率及び信号強度平均値要求を満たす場合、該アンライセンス周波数帯
に対応するアンライセンス周波数帯セルを滞留セルとして選択することができる。
【００４８】
　以下に具体的な実施例を結合して、本発明の実施例における滞留セルの選択方法を詳し
く説明する。注意すべきこととして、これらの例は当業者に本発明の実施例をより良く理
解させるだけのものであり、本発明の実施例の範囲を制限しない。
【００４９】
　図３は本発明の別の実施例による滞留セルの選択方法の概略的フローチャートであり、
図３に示すように、方法２００は、Ｓ２０１～Ｓ２０３を含む。
【００５０】
　Ｓ２０１において、基地局（ｅＮＢ）が端末装置（ＵＥ）へブロードキャストメッセー
ジを送信し、
　具体的に、基地局から送信された前記ブロードキャストメッセージが設定情報を含むこ
とができる。
【００５１】
　Ｓ２０２において、端末装置が基地局から送信されたブロードキャストメッセージに基
づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の測定を行う。
【００５２】
　Ｓ２０３において、端末装置が前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯
を測定した結果に基づき、セル再選択を行い、滞留セルを確定する。
【００５３】
　したがって、本発明の実施例において、端末装置は設定情報に基づいてライセンス周波
数帯とアンライセンス周波数帯を測定し、且また測定結果に基づいて滞留セルを選択する
ことができ、これにより、端末装置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数
帯セルに滞留することができ、且つライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の間で
、最適なアクセス性能を得ることができる。
【００５４】



(12) JP 6926165 B2 2021.8.25

10

20

30

40

50

　以上に図１～図３を結合して、端末装置側から本発明の実施例における滞留セルの選択
方法を詳しく説明し、以下に図４と図５を結合してネットワーク装置側から本発明の実施
例における滞留セルの選択方法を詳しく説明し、理解すべきこととして、端末装置側から
説明されたネットワーク装置と端末装置のインタラクション及び関連特性、機能などは、
基地局側についての説明と対応し、簡単にするために、適切に重複な説明を省略する。
【００５５】
　図４は本発明のもう一つの実施例における滞留セルの選択方法の概略的フローチャート
であり、図４に示すように、方法３００は、Ｓ３１０を含む。
【００５６】
　Ｓ３１０において、前記端末装置が前記設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアン
ライセンス周波数を測定し、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測
定した結果に基づき、滞留セルを確定するために、ネットワーク装置は、端末装置へ設定
情報を送信する。
【００５７】
　ここで、前記設定情報がチャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定
情報を含み、ここで、前記チャネル品質測定情報が基準信号受信電力ＲＳＲＰパラメータ
及び／又は基準信号受信品質ＲＳＲＱパラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定情
報が受信信号強度指示インジケータＲＳＳＩパラメータを含む。
【００５８】
　したがって、本発明の実施例において、前記端末装置が設定情報に基づいてライセンス
周波数帯とアンライセンス周波数を測定し、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセン
ス周波数帯を測定した結果に基づき、滞留セルを選択することができるために、ネットワ
ークは、端末装置へ設定情報を送信し、これにより、端末装置はライセンス周波数帯セル
又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができ、またライセンス周波数帯とアン
ライセンス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得ることができる。
【００５９】
　選択肢として、Ｓ３１０において、前記設定情報は周波数帯優先度情報をさらに含み、
前記周波数帯優先度情報は異なる周波数帯を前記端末装置の滞留周波数帯とすることがで
きる順番を示すことに用いられる。
【００６０】
　選択肢として、Ｓ３１０において、前記端末装置が前記ライセンス周波数帯と前記アン
ライセンス周波数帯を測定した結果と前記再選択ルール情報に基づいて滞留セルを確定す
るために、前記設定情報は再選択ルール情報をさらに含む。
【００６１】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記再選択ルール情報はアンライセンス周波
数帯の再選択オフセット量及び／又は再選択閾値を含む。
【００６２】
　選択肢として、Ｓ３１０において、具体的に前記端末装置へブロードキャストメッセー
ジを送信し、前記ブロードキャストメッセージは設定情報を含む。
【００６３】
　本発明の実施例において、選択肢として、ネットワーク装置は前記端末装置へシステム
情報ブロックＳＩＢメッセージを送信することができる。選択肢として、前記ＳＩＢメッ
セージはＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージである。
【００６４】
　選択肢として、Ｓ３１０において、前記設定情報は測定トリガ条件情報及び／又は測定
ウィンドウ情報をさらに含む。
【００６５】
　したがって、本発明の実施例において、前記端末装置が設定情報に基づいてライセンス
周波数帯とアンライセンス周波数を測定し、測定結果に基づいて滞留セルを選択すること
ができるために、ネットワーク装置は、端末装置へ設定情報を送信し、これにより、端末
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装置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができ、
またライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得るこ
とができる。
【００６６】
　図５は本発明の実施例による端末装置の概略的ブロック図であり、図５に示すように、
前記端末装置１０は、
　設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯を測定するように構
成される測定モジュール１１と、
　前記測定モジュール１１が前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測
定した測定結果に基づき、滞留セルを確定するように構成される確定モジュール１２と、
を含み、
　前記設定情報は、チャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定情報を
含み、ここで、前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力ＲＳＲＰパラメータ及び
／又は基準信号受信品質ＲＳＲＱパラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定情報は
、受信信号強度インジケータＲＳＳＩパラメータを含む。
【００６７】
　したがって、本発明の実施例における端末装置は、設定情報に基づいてライセンス周波
数帯とアンライセンス周波数帯を測定し、また測定結果に基づいて滞留セルを選択するこ
とができ、これにより、端末装置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯
セルに滞留することができ、且つライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の間で、
最適なアクセス性能を得ることができる。
【００６８】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は周波数帯優先度情報をさらに
含み、前記周波数帯優先度情報は異なる周波数帯を前記端末装置の滞留周波数帯とするこ
とができる順番を示すことに用いられる。
【００６９】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセン
ス周波数帯の優先度が前記ライセンス周波数帯の優先度より高いことを示し、
　ここで、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に
基づき、滞留セルを確定することにおいて、前記確定モジュール１２は具体的に、
　前記アンライセンス周波数帯のうちの第１アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１
プリセット閾値より低く、且つ前記第１アンライセンス周波数帯に対応するアンライセン
ス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び
／又はＲＳＲＱ値が第２プリセット閾値より高いことを確定した場合、前記少なくとも一
つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを
前記滞留セルとして確定するように構成される。
【００７０】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセン
ス周波数帯の優先度が前記ライセンス周波数帯の優先度より低いことを示し、
　ここで、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に
基づき、滞留セルを確定することにおいて、前記確定モジュール１２は具体的に、
　前記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲ
ＳＲＱ値が第３プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第２
アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第４プリセット閾値より低く、且つ前記第２アン
ライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのア
ンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第５プリセット閾値より
高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品
質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定するように構成され
る。
【００７１】
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　本発明の実施例において、選択肢として、前記周波数帯優先度情報は前記アンライセン
ス周波数帯の優先度が前記ライセンス周波数帯の優先度と等しいことを示し、
　ここで、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に
基づき、滞留セルを確定することにおいて、前記確定モジュール１２は具体的に、
　前記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲ
ＳＲＱ値が第６プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第３
アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第７プリセット閾値より低く、且つ前記第３アン
ライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つのア
ンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第８プリセット閾値より
高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうちの品
質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定するように構成され
る。
【００７２】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセン
ス周波数帯を測定した測定結果に基づき、滞留セルを確定することにおいて、前記確定モ
ジュール１２は具体的に、
　前記ライセンス周波数帯に対応するライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲ
ＳＲＱ値が第９プリセット閾値より低く、且つ前記アンライセンス周波数帯のうちの第４
アンライセンス周波数帯のＲＳＳＩ値が第１０プリセット閾値より低く、且つ前記第４ア
ンライセンス周波数帯に対応するアンライセンス周波数帯セルのうちの少なくとも一つの
アンライセンス周波数帯セルのＲＳＲＰ値及び／又はＲＳＲＱ値が第１１プリセット閾値
より高いことを確定した場合、前記少なくとも一つのアンライセンス周波数帯セルのうち
の品質の最も良いアンライセンス周波数帯セルを前記滞留セルとして確定するように構成
される。
【００７３】
　本発明の実施例において、また、前記設定情報は再選択ルール情報をさらに含み、
　ここで、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果に
基づき、滞留セルを確定することにおいて、前記確定モジュール１２は具体的に、
　前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した測定結果と前記再選
択ルール情報に基づき、滞留セルを確定するように構成される。
【００７４】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記再選択ルール情報はアンライセンス周波
数帯の再選択オフセット量及び／又は再選択閾値を含む。
【００７５】
　本発明の実施例において、選択肢として、図６に示すように、前記端末装置は、
　ネットワーク装置から送信された前記設定情報を受信するように構成される第１受信モ
ジュール１３をさらに含む。
【００７６】
　本発明の実施例において、選択肢として、ネットワーク装置から送信された前記測定設
定情報を受信することにおいて、前記第１受信モジュール１３は具体的に、
　前記ネットワーク装置から送信されたシステム情報ブロックＳＩＢメッセージを受信す
るように構成され、前記ＳＩＢメッセージが前記設定情報を含む。
【００７７】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記ネットワーク装置から送信されたシステ
ム情報ブロックＳＩＢメッセージを受信することにおいて、前記第１受信モジュール１３
は具体的に、
　前記ネットワーク装置から送信されたＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５を受信するよう
に構成される。
【００７８】
　本発明の実施例において、選択肢として、図７に示すように、前記端末装置は、
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　コアネットワーク装置から送信された非アクセス層ＮＡＳシグナリングを受信するよう
に構成され、前記ＮＡＳシグナリングが前記設定情報を含む第２受信モジュール１４をさ
らに含む。
【００７９】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は測定トリガ条件情報及び／又
は測定ウィンドウ情報をさらに含む。
【００８０】
　したがって、本発明の実施例における端末装置は設定情報に基づいてライセンス周波数
帯とアンライセンス周波数帯を測定し、また測定結果に基づいて滞留セルを選択すること
ができ、これにより、端末装置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯セ
ルに滞留することができ、またライセンス周波数帯とアンライセンス周波数帯の間で、最
適なアクセス性能を得ることができる。
【００８１】
　注意すべきこととして、本発明の実施例において、測定モジュール１１と確定モジュー
ル１２はプロセッサによって実現されてもよく、第１受信モジュール１３と第２受信モジ
ュール１４は受信機によって実現されてもよい。図８に示すように、端末装置１００はプ
ロセッサ１０１、受信機１０２とメモリ１０３を含むことができる。ここで、メモリ１０
３はプロセッサ１０１で実行されるコードなどを記憶するように構成されてもよく、プロ
セッサ１０１はメモリ２０３に記憶されたコードを実行して信号を受信するように受信機
１０２を制御するように構成される。
【００８２】
　端末装置１００における各コンポーネントはバスシステム１０４を介してカップリング
され、ここで、バスシステム１０４はデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信
号バスを含む。
【００８３】
　図５～図７に示す端末装置１０と図８に示す端末装置１００は前記図１と図２における
方法の実施例内の実現される各プロセスを実現することができ、重複を回避するために、
ここでは説明を省略する。
【００８４】
　図９は本発明の実施例におけるネットワーク装置の概略的なブロック図である。図９に
示すように、ネットワーク装置２０は、
　前記端末装置が前記設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数を
測定し、前記ライセンス周波数帯と前記アンライセンス周波数帯を測定した結果に基づき
、滞留セルを確定するために、端末装置へ設定情報を送信するように構成される送信モジ
ュール２１を含み、
　ここで、前記設定情報はチャネル信号品質測定情報及び／又はチャネル干渉レベル測定
情報を含み、ここで、前記チャネル品質測定情報は、基準信号受信電力ＲＳＲＰパラメー
タ及び／又は基準信号受信品質ＲＳＲＱパラメータを含み、前記チャネル干渉レベル測定
情報は、受信信号強度インジケータＲＳＳＩパラメータを含む。
【００８５】
　したがって、本発明の実施例におけるネットワーク装置は前記端末装置が設定情報に基
づいてライセンス周波数帯とアンライセンス周波数を測定し、測定結果に基づいて滞留セ
ルを選択することができるために、端末装置へ設定情報を送信し、これにより、端末装置
はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができ、また
ライセンス周波数帯とアンライセス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得ることがで
きる。
【００８６】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は周波数帯優先度情報をさらに
含み、前記周波数帯優先度情報は異なる周波数帯を前記端末装置の滞留周波数帯とするこ
とができる順番を示すことに用いられる。
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【００８７】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記端末装置が前記ライセンス周波数帯と前
記アンライセンス周波数を測定した測定結果と再選択ルール情報に基づいて滞留セルを確
定するために、前記設定情報は再選択ルール情報情報をさらに含む。
【００８８】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記再選択ルール情報はアンライセンス周波
数帯の再選択オフセット量及び／又は再選択閾値を含む。
【００８９】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記端末装置へ前記設定情報を送信すること
において、前記送信モジュール１１は具体的に、
　前記端末装置へブロードキャストメッセージを送信するように構成され、前記ブロード
キャストメッセージが前記設定情報を含む。
【００９０】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記端末装置へブロードキャストメッセージ
を送信することにおいて、前記送信モジュール１１は具体的に、
　前記端末装置へシステム情報ブロックＳＩＢメッセージを送信するように構成される。
【００９１】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記端末装置へシステム情報ブロックＳＩＢ
メッセージを送信することにおいて、前記送信モジュール１１は具体的に、
　前記端末装置へＳＩＢ４メッセージ又はＳＩＢ５メッセージを送信するように構成され
る。
【００９２】
　本発明の実施例において、選択肢として、前記設定情報は測定トリガ条件情報及び／又
は測定ウィンドウ情報をさらに含む。
【００９３】
　したがって、前記端末装置が設定情報に基づいてライセンス周波数帯とアンライセンス
周波数を測定し、測定結果に基づいて滞留セルを選択することができるために、本発明の
実施例におけるネットワーク装置は、端末装置へ設定情報を送信し、これにより、端末装
置はライセンス周波数帯セル又はアンライセンス周波数帯セルに滞留することができ、ま
たライセンス周波数帯とアンライセス周波数帯の間で、最適なアクセス性能を得ることが
できる。
【００９４】
　注意すべきこととして、本発明の実施例において、送信モジュール１１は送信機によっ
て実現されてもよい。図１０に示すように、ネットワーク装置２００はプロセッサ２０１
、送信機２０２とメモリ２０３を含むことができる。ここで、メモリ２０３はプロセッサ
２０１で実行されるコードなどを記憶するように構成されてもよく、プロセッサ２０１は
メモリ２０３に記憶されたコードを実行して信号を送信するように送信機２０２を制御す
るように構成される。
【００９５】
　ネットワーク装置２００における各コンポーネントはバスシステム２０４を介してカッ
プリングされ、バスシステム２０４はデータバスに加えて、電源バス、制御バスと状態信
号バスを含む。
【００９６】
　図９に示すネットワーク装置２０と図１０に示すネットワーク装置２００は前記図４に
おける方法の実施例内の実現される各プロセスを実現することができ、重複を回避するた
めに、ここでは説明を省略する。
【００９７】
　当業者であれば、本明細書に開示された実施例に説明されている各例のユニット及びア
ルゴリズムステップを結合し、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子
ハードウェアの結合で実現されることができると理解できる。これらの機能がハードウェ
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よるものである。当業者は各特定の応用に応じて異なる方法を使用して説明された機能を
実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超えると見なすべきではない
。
【００９８】
　当業者は、説明の便宜および簡略化のために、上述したシステム、装置とユニットの具
体的な動作プロセスについて上記方法の実施例における対応されているプロセスを参照す
ることができるため、ここではそれ以上を説明しないが明確に理解することができる。
【００９９】
　本出願が提供するいくつかの実施例において、理解すべきこととして、開示されたシス
テム、装置と方法は他の方式で実現されてもよい。例えば、上述した装置の実施例は例示
的に過ぎず、例えば前記ユニットの分け方は論理的な機能分けに限られ、実際に実施する
時に他の分け方があっても良く、例えば複数のユニットまたはコンポーネントは別のシス
テムへ結合又は統合されてもよく、又はいくつかの技術特徴は無視されてもよく、又は実
施されなくてもよい。また、示され、または議論される各構成部分の相互結合又は、直接
結合又は、通信接続は、いくつかのインターフェース、装置又はユニットの間接的結合又
は、通信によって接続されても良く、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
【０１００】
　上記で分離コンポーネントとして説明された前記ユニットは物理的に分離されるもので
あってもよく、または物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された
コンポーネントは物理的なユニットであってもよく、または物理的ユニットでなくてもよ
く、一箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニットに配布してもよい。実際
のニーズに応じてその中の一部または全てのユニットを選択して本実施例の技術案の目的
を達成することができる。
【０１０１】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されても
よく、個々のユニットはそれぞれ単独なユニットとしても良く、二つまたは二つ以上のユ
ニットは一つのユニットに統合されてもよい。
【０１０２】
　前記機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売ま
たは使用される場合、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。
このような理解に基づき、本発明の実施例の技術案が事実上、言い換えれば先行技術に貢
献した部分がソフトウェア製品の形で具現でき、該コンピュータソフトウェア製品は記憶
媒体に記憶され、該コンピュータソフトウェア製品はコンピュータ装置（パーソナルコン
ピュータ、サーバ、又はネットワーク装置などであってもよい）に本発明の各実施例に記
載の方法の全部又は一部のステップを実行させるためのいくつかのコマンドを含む記憶媒
体に記憶される。前記記憶媒体はＵＳＢメモリ、モバイルハードディスク、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク又は光ディスク等のプ
ログラムコードが記憶できる各種の媒体を含む。
【０１０３】
　以上は、本発明の最適的な実施例に過ぎず、本発明は実施例には限定されず、本発明に
開示されている範囲内において、当業者により容易に想到し得る変形又は入れ替えは、全
て本発明の範囲内に含まれるべきである。そのため、本発明の範囲は、記載されている特
許請求の範囲に準ずるべきである。
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